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１【提出理由】

　当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしました

ので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に

基づき本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該事象の発生年月日

平成25年６月28日（当社取締役会決議日）

 

(2）当該事象の内容

　当社が加入する複数事業主制度の「兵庫ゴム工業厚生年金基金」は、年金資産の一部について、投資一任契約のもとＡＩＪ

投資顧問株式会社での運用を実施しており、その大半が毀損しているとの報告はありましたが、これまで同基金から当該投

資損失額の正式報告はなく、また加入企業の負担割合も決まっておりませんでした。

　この度、平成25年６月26日に同基金から当該投資損失額に係る当社の負担割合の通知を受け、併せて当該投資損失額の確認

ができました。

　これにより、平成25年12月期第２四半期にて当該投資損失の当社負担額を算出し、一括して損失処理（特別損失）すること

を平成25年６月28日開催の当社取締役会において決議いたしました。

 

(3）当該事象の損益および連結損益に与える影響額

　平成25年12月期第２四半期の個別決算において453,684千円、連結決算においても同額を特別損失に計上する予定でありま

す。
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